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令和6年度第１回子ども・若者育成支援協議会資料



子ども・若者育成支援推進法

児童虐待、いじめ、少年による重大事件の発生、有害情
報の氾濫など、子どもや若者をめぐる環境の悪化、また、
ニートや引きこもり、不登校、発達障害等の精神疾患など、
子ども・若者の抱える問題の深刻化
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従来の個別分野における縦割り的な対応の限界

〇子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組み整備

〇社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支援するための

ネットワーク整備

これらを目的として

平成22年4月1日「子ども・若者育成支援推進法」が施行

平成22年、２７年に続く、第３次の大綱が令和３年度に施行
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白井市子ども・若者育成支援協議会
設置の経緯

6

青少年の指導、育成保護などを目的とした
「青少年問題協議会」

子ども・若者育成支援推進法の主旨を踏まえ、

「白井市子ども・若者育成支援協議会」の設置

平成３０年度

廃止



白井市子ども・若者育成支援協議会

(1)子ども・若者の指導、育成、保護及び立ち直りに関する総合的施策の
企画立案について調査審議すること。

(2)子ども・若者の指導、育成、保護及び立ち直りに関する総合的施策の
適切な実施を図るため、関係行政機関相互の連絡調整に関する事項に
ついて調査審議すること。

(3)いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図るために必要な事項
について協議すること。
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【担当する業務】（白井市附属機関条例抜粋）
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これまでの
白井市子ども・若者育成支援協議会

1期、２期（H30～R2、R3～R6）にわたり調査検討し、
市へ提言書（別紙）を提出

年度 経 緯

H31年度
子ども・若者にどの様な支援をしていくか検討するため、
「居場所」「悩みや心配事」に関するアンケートを実施。

R２年度
アンケート結果をもとに、インターネット空間の居場所を提供す
ることを検討。

R３年度

・新規事業の開始はハードルが高いため、既存の相談会における
オンライン相談の受付を開始。
・『計画の検討』『指定管理者の仕様に居場所づくりを盛り込
む』『居場所づくりをサポートする仕組みづくり』を検討。

R４年度
より実現性の高いものとして、指定管理者の仕様に盛り込む案を
採用し、提言書としてまとめ、市へ提出（令和５年６月６日）。
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白井市における子ども・若者に対する支援施策

【市で行っている相談業務】・・・資料参照

【福祉部で行っている相談業務】

白井市くらしと仕事のサポートセンター

【内容】
相談は無料でいつでも相談可（LINE、メール、電話相談可）。
さまざまな理由により生活に「困りごと」や「不安」を抱えている方から
の相談に対して、専門の相談支援員が困りごとなどを解決するための手助け
をする相談窓口。
相談支援員が、困りごとをお伺いし問題解決に向けたプランをともに考え、
自立に向けて寄り添いながら継続的にサポートする。
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【内容】
白井市役所東庁舎１階会議室又はZoomにて、精神保健福祉士による相談を実施。
対象は市内在住・在学の中学校を卒業した１５歳から３９歳の本人または家族。

相談日は年１２回（月１回）、１日２枠で予約優先とし、午後６時２０分から
１件あたり概ね１時間実施している。

【目的】
市内で誰もが気軽に相談できるよう相談時間を夜間として、相談会を開催し、
専門的な知識を有する先生がひきこもりの本人や家族から話を聞き内容に応じ
た助言を行う。相談者のニーズ・状況に応じ、医療・教育・労働・福祉など支
援機関を紹介し、自殺を予防することを目的とする。

生涯学習課の事業

ニートひきこもり相談会
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家庭教育講座
（ドリームサポーター講座）

R5実績

ドリームサポーターとは、子ども
の夢の実現や目標達成を本気で応援
するサポーターのことです。
この講座は、子育てに関わる方々

が抱える不安や悩みを小さくしたり、
最新の子育てに関する情報を学んだ
りすることで、笑顔で元気に子育て
に取り組んでいただけるようにする
ことを目的としています。

R6以降は、名称を「家庭教育講座」とし
年間ではなく、各講座ごとに申込みを
可能とした。
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R5実績就学時検診の時に、家庭教育講座を開催



21

放課後子ども教室

子どもたちの放課後の安心・安全な居場所づくりを行うため、放課後子ども教室を全小学校区に配置す
ることを目標に、放課後子ども教室を実施。（R11年度を目標に市内９校実施予定）

～R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

第二小 H20年度～
直営 委託

大山口小 H27年度～
直営 委託

池の上小 委託

第一小 委託

桜台小 委託

第三小、南山小、清水口小、七次台小も
R11年度を目途に順次設置予定。

R4年度は直営・委託の調査検討
を実施したため、設置校無し。



22



23



24



25


